
発達障害・知的障害のある人たちが、地域の暮らしの中で「してはいけないこと（犯罪）」「気をつ

けたいこと」を学ぶためのテキストとして「暮らしのルールブック」が作られました。イラストを中

心にしたわかりやすい内容です。 

今回、社会に出る前の世代（中高生）の支援されている方たちに「暮らしのルールブック」がある

ことを知って、活用していただきたいという思いで企画しました。講師として、この「ルールブック」

の作成の編集委員の一人であり、発達障害・知的障害のある当事者やその支援者に対して「ルールブ

ック講座」の実践をされている南口さんをお招きします。ぜひご参加ください。 

＊日 時  令和４年１２月１０日（土）１３：３０～１６：３０

＊会 場  名古屋市高齢者就業支援センター 大会議室（５階） 

（昭和区御器所通 3丁目１２－１ 御器所ステーションビル） 

地下鉄鶴舞線・桜通線「御器所」駅２番出口東４０ｍ

※会場へは公共交通機関でお越しください 

＊プログラム（予定） 

①暮らしのルールブックの概要                    

②セッション体験

③グループディスカッション    

＊講 師  南口 芙美さん
社会福祉法人 南光愛隣会 法人法務・相談室 室長 

         一般社団法人 刑事司法未来 理事 

         龍谷大学矯正保護総合センター嘱託研究員 

＊対 象  発達障害・知的障害のある中高生の支援者
      （障害児入所施設・児童養護施設・児童相談所 

・放課後等デイサービス事業所等職員、及び特別支援教育に関わる教員等）

＊定 員  ５０名（定員を超えて、参加をお断りする場合のみ連絡します） 

＊参加費  無料 （「暮らしのルールブック」1冊 お渡しします）

＊申込方法 ◆裏面の申込用紙に記入の上、FAX もしくは E-mail でお申込みください。

◆しめきり：令和４年 11 月 30 日（水）  

◆申込先：名古屋市発達障害者支援センター りんくす名古屋 

主催： 名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋 

令和４年度 権利擁護セミナー 『暮らしのルールブック講座』のご案内

（受付開始 13：00） 



令和4年度 権利擁護セミナー『暮らしのルールブック』講座（12月１0日開催）

参加申込書

申込日 令和4年１１月  日 

 ＜申し込み締め切り 1１月３０日（水）＞ 

氏 名 

ふりがな

所 属 職 種

連絡先 TEL  E-mail

参加理由

名古屋市発達障害者支援センターりんくす名古屋 宛 

FAX 052-757-6141  E-mail：links@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

問い合わせ先 

名古屋市発達障害者支援センター 

りんくす名古屋

◆TEL：052-757-6140 

        担当：小川・南 

＊申込みが定員を超えて 

お断りする場合のみ 

ご連絡します。

名古屋市高齢者就業支援センター 
名古屋市昭和区御器所通 3丁目１２－１ 

御器所ステーションビル


